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基本的な方向（案）
世界的な気候関連情報のニーズの高まりに加え、欧州における資源循環に係る法規制、ISO
における資源循環の標準化の議論、循環資源に関する市場整備の必要性を踏まえると、ト
レーサビリティ確保を含めた情報を通じた主体間の連携が必須
主体間の連携を進めるために必要な情報には、①マッチングのための基礎的情報、②バリュー
チェーン上で求められるより詳細な情報、③パフォーマンス評価のための情報等が考えられる。

静脈産業
（廃棄物・リサイクル分野）

動脈産業
（製造・流通分野）

排出者※

①マッチングのため
の基礎的情報

②バリューチェーン上で求
められるより詳細な情報

①マッチングのため
の基礎的情報

③パフォーマンスに対する
評価のための情報

※動脈産業が排出者となる場合もある
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CO2

情報連携の効果と実現に向けた課題
こうした情報の把握を通じて、主体間の連携強化はもとより、資源循環のパフォーマンス（循環
度やＧＨＧ排出量等）を明らかにすることで、事業者による目標設定や国による取組認定
等にも活用可能となる。このほか、自らの事業活動の改善や、こうした取組への国民の理解増
進にもつながる。
それぞれの情報について、関係主体の資源循環及び脱炭素化への貢献が適切に評価される
ことが必要。そのためには、資源循環、GHG排出量やGHG削減効果の評価方法の考え方を
検討し、評価のためにプレイヤー間で共有されるべき情報を整理する必要がある。

排出者

静脈産業 動脈産業再生材

再生材
利用製品

廃棄物

②バリューチェー
ンでの連携

＜情報連携の効果＞

CO2削減 削減

①マッチング

①マッチング

・主体間の連携強化
（再生材の安定確保、トレーサビリティの向上）

・パフォーマンス評価
（目標設定、取組の認定、企業価値評価等）

・事業者による自らの事業活動の改善
（排出時の分別、原料の変更、製品設計や処理

方法の変更等）
・国民の理解増進

（再生材利用製品の選択）

期待される効果（例）

共通の課題
・プレイヤー間の貢献度の考え方
・機密情報の取り扱い天然資源投入
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①マッチング促進のための施策
廃棄物処理の流れの把握が可能なマニフェスト情報や処理業者の帳簿情報、自治体や処理業者の会
社情報等が登録されているプラットフォーム等の情報、再生材の需要と供給に関する情報（量・質）
を再整理し、動脈企業がその情報にアクセス可能とすることにより、再生材を必要とする動脈企業と静脈
企業とのマッチングを促進できないか。また、地方自治体、リサイクル技術を有する事業者、地域の処理
業者の静脈同士の連携にも資するものとできないか。
事業者への負担を可能な限り軽減しつつ、必要な情報（例えば廃棄物の処理方法や再生材の供給量
など）を収集するため、既に情報が整理されているが集約化が進んでいない帳簿の記載情報と普及が
進んでいる電子マニフェストを活用できないか。

排出者

静脈産業 動脈産業

• 再生材の需要量
• 求める再生材の品質
• 適正処理必要情報 等

再生材

製品

情報

もの
廃棄物

• 廃棄物の由来
• 廃棄物の発生量 等

• 廃棄物の受入量
• 廃棄物の処理方法
• 再生材の供給量
• 供給できる再生材の品質 等

• 帳簿情報
• さんぱいくん
など

※動脈産業が排出者
となる場合もある

• マニフェスト情報

図 マッチングのための基礎的情報（イメージ）
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（参考）既存制度の状況

廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の排出者はその処理を委託するにあたり、産業廃棄物管理票
（マニフェスト）の交付が義務付けられている。また、同法に基づき、廃棄物処理業者は帳簿を備え、必
要な事項を記載する必要がある
マニフェストについては、情報管理の合理化等のため、電子化が進んでおり、普及率は77％（令和４年
度）となっている

処分後の産廃について処分受託した産廃の量
受入日 持出量搬出先処分量所在地処分場名処分方法処分

終了日（略）受入量種類
0.2トン・・・４トン・・・・焼却・・月・・日（略）４トン廃プラスチック類・・月・・日
――６トン・・・・破砕・・月・・日（略）６トンがれき類・・月・・日

図 産業廃棄物の帳簿（例）

図 電子マニフェストの流れ（例）
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②バリューチェーンでの情報流通のための施策
欧州では製品バリューチェーンにおける動静脈のプレイヤーが循環性等のデータにアクセス可能となるデジタル
製品パスポートの検討が進められているほか、我が国においても、内閣府設置の総合科学技術・イノベー
ション会議（CSTI）の下、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第３期（令和５年～）の課
題の一つに「サーキュラーエコノミーシステムの構築」が設定され、循環市場拡大に資するデジタル基盤構
築などが進められている。
生活環境の保全や再生材の品質を確保の観点からは資源循環におけるトレーサビリティの確保は重要。
海外動向やトレーサビリティの重要性を考えると、既に広く普及している電子マニフェスト情報は重要な情
報源となる可能性がある。
バリューチェーンでの情報流通に貢献するため、国内外の知見の収集を行いながら、やりとりされる情報の
質・量両面の高度化やシステム連携など、帳簿情報や電子マニフェスト等との連携・活用方策について技
術的・制度的な検討を進めていくべきではないか。

部品製造

製造

流通

消費

静脈
産業

再生材

廃棄物
電子マニフェスト

最終処分

製品

トレーサビリティ確保

【参考】戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
「サーキュラーエコノミーシステムの構築」

○ ミッション

○ 研究開発テーマ
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③-1 パフォーマンス評価（カーボンニュートラルへの貢献）

資源循環システムのカーボンニュートラルへの貢献を評価するため、GHG排出量や削減量等
は重要な情報。また、動脈企業のSCOPE3対応のためのニーズも高い。
その算定のためには、算定対象範囲の確定やGHG排出量の適切な把握、目標設定（削
減量、原単位目標など）、削減貢献量等についての考え方の整理が必要。その際、個社の
みならず、サプライチェーン全体の視点も含めることが重要。

排出量は足し算（積算）
（活動量と排出係数の積和）
削減量は引き算
削減量＝排出量Ａー排出量Ｂ

BAUシナリオ

対策シナリオ

対策削減量＝15,000-8,000
＝7,000

対基準年度削減量＝10,000-8,000
＝2,000

15,000

10,000

8,000

排出量

2013 2030

図 排出量と削減量の考え方の例（イメージ）

①対基準年度の削減量：
基準年度=A、評価年度=B

②対策の効果としての削減量：
BaU=A、評価年度(評価対象)=B

○ 他分野・他者・他区域の排出量の代
替としての削減（例：熱回収やリサイ
クルなど）を貢献として評価できる。
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③-1 パフォーマンス評価（カーボンニュートラルへの貢献）
廃棄物分野における温室効果ガスの排出量の把握

場面の例 （温対法＝地球温暖化対策推進法）計算範囲主体

温対法７条：条約等に基づく我が国の排出量・吸収量の目録作成国全体国

温対法８条：「地球温暖化対策計画」の策定

温対法20条：政府実行計画（＊排出量の公表も義務）自らの事務事業

温対法21条：地方公共団体実行計画〔区域施策編〕
※指定都市、中核市及び施行時特例市には義務付け

市町村の区域市町村

一般廃棄物処理事業に伴う温室効果ガス排出量の評価
・一般廃棄物処理基本計画で目標・指標を設定した場合
・新施設建設や分別リサイクル方式変更時に説明する場合 など

一般廃棄物処理
事業市町村

市町村の組合等
（市町村等） ・交付金・補助金の申請：エネルギー回収型廃棄物処理施設（交

付率１／２）の整備、基幹改良事業などでは排出量や削減率が要
件

一般廃棄物処理
施設

温対法21条：地方公共団体実行計画〔事務事業編〕（＊同上）
※組合・広域連合を含む全ての都道府県・市区町村に義務付け

自らの事務事業

温対法26条：算定・報告・公表（SHK）制度
例）廃プラ焼却等に伴う非エネルギー起源CO2の排出量が3000t/

年以上の場合、有機性廃棄物の埋立に伴うCH4（メタン）の
排出量がCO2換算で3000t/年以上の場合等は、法律上の義務。

特定排出者とし
ての活動

廃棄物処理事業者
（事業者としての
市町村等を含
む。）

特定事業所
(処理施設)

廃棄物分野においても、GHG排出量の算定は既に様々な場面で実施されている。例えば、地
球温暖化対策推進法の算定・報告・公表制度に基づいて、温室効果ガスの排出量把握が必
要となる場面がある。（ただし、算定・報告の対象となる事業者は比較的、大規模な事業者
に限定）
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③-1 パフォーマンス評価（カーボンニュートラルへの貢献）
資源循環の取組促進によるGHG排出の削減効果の評価に向けた論点
資源循環の取組を進めることで、事業者自身のGHG排出量は増加することも想定される。
事業活動に関連するサプライチェーン全体からのGHG排出量（Scope1、2、3）に着目すれば、動静脈
連携による社会全体のGHG削減効果を、それぞれの事業活動のGHG排出量の評価に反映できる可能
性が広がることが想定される

例えば、一次製品の製造事業者においては事業から出る廃棄物や販売した製品の廃棄についてのScope3排出量について、また、これらの
廃棄物を再生利用して生産される二次製品の製造事業者においては原材料調達のScope3排出量について、それぞれ削減効果を反映
できる可能性があると考えられる。両者の間を繋ぐ静脈企業は、それぞれの削減に貢献していると考えられる

個々の事業者がサプライチェーンにおける排出量や削減貢献を実態に基づき把握するためには、自社内の
みのデータでは計算が困難であり、関連事業者間で計算に必要なデータの共有が必要。

資源循環を行った場合のGHG排出量や削減貢献の計算や把握の考え方や方法について一定の考え方
の整理が必要。

※サプライチェーンを簡略化したイメージ図であり、実際には図示しているCO2排出源以外からの排出も存在する。

CO2

• リサイクル事業のみを行う場合、取組を推進するほどGHG排出量は増加
するが、動脈企業の削減に貢献

• サプライチェーン排出量や削減貢献量の考え方が不明確ではないか

一次製品使用

排出者
CO2

廃棄物
廃棄物処理

CO2

再生材

動脈企業

二次製品製造

CO2

静脈企業

二次製品使用
製品

廃棄物処理

新規原料生産 新規原料

CO2

リサイクル

• サプライチェーン排出量として上流・下流の資源循環
の取組を考慮しうるが、算定範囲の区切り方は様々

リサイクル

出典：中谷「LCAによるプラスチック資源循環の評価方法の基本と課題」（日本LCA学会誌、2023年19巻3号 p.106-116）を改変し作成
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③-1 パフォーマンス評価（カーボンニュートラルへの貢献）
【参考】リサイクルプロセスにおけるサプライチェーン排出量算定の考え方
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.5)」（2023年3月
環境省、経済産業省）では、リサイクルプロセスの算定範囲の区切り方について、「様々な考え方があり特
定の方法に限定することは困難」とされ、例として2種類の区切り方が紹介されている
再生材を自社で利用する場合には、区切り方の違いによる影響はScope3のカテゴリの違いに留まると考え
られる一方で、再生材を他社が利用する場合には、区切り方によって自社のサプライチェーン排出量の算定
結果が変化する可能性があることに留意が必要

Scope3のカテゴリ1（購入し
た製品・サービス）に分類

＜再生材を自社で利用するの場合＞
• 区切り方によらずサプライチェーン排出量は変わらない。

サプライチェーン排出量

Scope3のカテゴリ12（販売
した製品の廃棄）に分類

サプライチェーン排出量

企業Aのサプライチェーン排出量

出典：環境省、経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.5)」（2023年3月）より作成

＜再生材を他社が利用する場合＞
• 区切り方によって各事業者のサプライチェーン排出量が変化する。

企業Bのサプライチェーン排出量

企業Aのサプライチェーン排出量

企業Bのサプライチェーン排出量
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中央環境審議会循環型社会部会（第３８回） 資料１「廃棄物・資源循
環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ
(案)」 （2021年8月5日）より作成

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
（

kt
CO

2）
最終処分 生物処理 焼却 原燃料利用 エネ起CO2 CCUS

2050年のシナリオ別の廃棄物・資源循環
分野のGHG排出量試算結果

廃棄物処理施設に
おけるCCUSの活用

BAU比86%削減

２R・MR・循環型CR・バイオマス素材への
転換・GHG削減技術等によるGHG削減

※ 廃棄物焼却施設から排出される排ガス中の
CO2をCCSした場合の削減効果を計上

「廃棄物・資源循環分野における中長期シナリオ（案）」では、3R+Renewableの考え方に則り、廃棄物の発生を抑制す
るとともにマテリアル・ケミカルリサイクル等による資源循環と化石資源のバイオマスへの転換を図り、焼却せざるを得ない廃棄物
についてはエネルギー回収とCCUSによる炭素回収・利用を徹底するという基本的考え方のもと、2050年において廃棄物・資
源循環分野の実質ゼロ、さらには実質マイナスを実現できる可能性があることが示唆された。
一方で、再生材の利用等を通じた他分野での削減効果は計上されておらず、「社会全体で脱炭素化が進む中での資源循
環の環境貢献を評価できる指標設定」が課題とされた。

③-1 パフォーマンス評価（カーボンニュートラルへの貢献）
【参考】中長期シナリオ（案）における2050年CNに向けた基本的考え方
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③-2 パフォーマンス評価（資源循環への貢献）

G7サミットでも承認された「循環経済及び資源効率性原則（CEREP）」（G7気候・エネル
ギー・環境大臣会合（札幌）で採択・G7広島サミットで承認）はコーポレートレベルでの情報
開示の他、「バリューチェーン全体における循環性と資源効率性の進捗を、特定された関連
指標に基づきモニタリングし把握する」ことを定めている。
既に国レベルでは循環基本計画において循環型社会形成の進捗を表すマクロな指標が設定
されているが、動脈企業における資源循環の貢献の評価方法の検討が今後重要である。
資源循環への貢献を定量的に比較可能なものとし、真に効果のある対策が進むように、考え
方の整理・環境整備が必要となる。ISO/TC323の議論や民間団体の取組も参考となる。

【参考】循環型社会に関する国全体での指標（循環基本計画）循環経済及び資源効率性原則（CEREP）
循環経済移行及び資源効率性向上に向けた企業向けの行動指針。
原則１ 全社的な循環経済・資源効率性戦略のための

リーダーシップ
原則２ 気候変動・生物多様性・汚染削減に関する戦略及び行
動と循環経済及び資源効率性アプローチの統合
原則３ リスクと機会の特定
原則４ 循環・資源効率ビジネスへの移行
原則５ モニタリング及びレポーティングの強化
原則６ マルチステークホルダー・パートナーシップ及び

エンゲージメント
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2023年10月：TC323の総会をサンパウロ
（ブラジル）で開催

2024年2月：WG1～3(59004,59010,59020)の
国際規格を発行

2025年2月：WG5(59040)の国際規格を発行

今後の概略スケジュール

※国内委員会においては経済産業省・環境省が委員

スコープ： 持続可能な開発への貢献を最大化するため、関連するあらゆる組織の活動の実施に対する、枠組、指針、支援ツール及び要求事項を開発
するための循環経済分野の標準化。

ワーキンググループ(WG)：IS(International Standard（国際規格）)発行を目標に以下の５つの WG に分かれて議論中。
WG１．原則、枠組、用語、定義、マネジメントシステム規格

・循環経済の用語の定義、原則、フレームワークに加え、価値の創造、価値の共有、資源の可用性、ｴｺｼｽﾃﾑに対する配慮等が検討されている。
WG２．実施のためのガイダンス

・ビジネスモデルとバリューネットワークを線型から循環型に移行する組織のための実践的アプローチを日本主導で検討している。
WG３．循環性の測定と評価

・組織が循環型経済に関する取組をより効果的に実践できるよう、各組織における行動がどれほど効果的なものであるかを測定・評価するため
の議論が行われている。

WG４．教訓と推奨事項を得るためのケーススタディの分析
・３つの技術報告書のうち１つは日本が主導的に開発中であり、バリューネットワークに関連した優良事例を収集し分析結果を収録している。

WG５．製品の循環性データシート
・製品の循環経済に関連する情報につき、サプライチェーン全体で報告・交換するための方法論と様式を提供することを目的として議論している。

（出典）一般社団法人産業環境管理協会

2018年9月にフランスの提案で設置された国際標準化機構第323専門委員会（ISO/TC323）におい
て、 循環経済に係る国際標準化の議論が進展。
循環性の測定と評価について、WG3では主に組織レベル（≠バリューチェーンレベル）のコア指標について
議論中。（WBCSDの提案する指標（後述）がベースとなっている）

③-2 パフォーマンス評価（資源循環への貢献）
ISO/TC323 循環経済の動向
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③-2 パフォーマンス評価（資源循環への貢献）
【参考】企業単位のサーキュラーエコノミーに関する指標について①-1

WBCSDが開発したフレームワークである「Circular Transition Indicators（CTI）」は、企業全体の
マテリアルフローに基づいたものであり、このフローを分析することで、資源採取と廃棄素材の最小化に向け
た自社の能力と最終目標を判断するもの。
これには３つの主要な介入ポイントにおけるフローの評価を伴う。３つの主要な介入ポイントとは、①インフ
ロー（調達した資源、素材、製品、部品の循環性の程度）、②アウトフロー資源循環可能性、③アウト
フロー実際の資源循環である。
指標は、①ループ化（企業のマテリアルフローのループ化の有効性）、②ループ最適化（資源の循環性、
資源利用効率、より高い価値を持つ資源循環戦略についての知見）、③ループ評価（企業の循環型
マテリアルフローが付加するビジネス価値）、④ループ効果（現状と完全な循環性が実現した場合との効
果の差異、気候と自然に対する循環戦略の効果を測定するための方法論が含まれる）に分類される。

出所：WBCSD （2022）Circular Transition Indicators v3.0および4.0より作成

指標の種類マテリアルフロー図
①ループ化 ②ループ最適化

④ループ効果③ループ評価
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③-2 パフォーマンス評価（資源循環への貢献）
【参考】企業単位のサーキュラーエコノミーに関する指標について①-２

WBCSD「Circular Transition Indicators」の指標

出所：WBCSD （2022）Circular Transition Indicators v４.0より作成
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③-2 パフォーマンス評価（資源循環への貢献）
【参考】企業単位のサーキュラーエコノミーに関する指標について②-1

エレン・マッカーサー財団が開発した「Circulytics」 は、企業全体の循環性を評価し、CEを適用する企
業の意思決定や戦略策定をサポートするものである。
指標は、EnablerとOutcomeという2つのカテゴリ、カテゴリに紐づく11テーマ、37の指標により全体の循
環性の評価・スコア提供を行う。
Enablerは戦略と計画、イノベーション、人材・技能、オペレーション、外部とのエンゲージメントについて、
定性評価を実施し、Outcomeは製品と素材に関する定量的情報（リサイクル材の使用状況、バイオマ
ス材の使用状況、処理方法等）の詳細情報を求める。また、サービス、水、エネルギー、ファイナンス等の
情報を求める。
ただし、非財務報告の状況が急速に変化していることから、Circulyticsに基づく評価をしないこととなった
とし、2023年8月31日以降は新しい提出は受け付けていない。

Circulyticsの構成
①イネーブラー：
5テーマ・
20指標（定性）
すべての企業に適用

②アウトカム：
6テーマ：
17指標（定量・定性）
業界・業種によって使用する
指標が異なる

出典：エレンマッカーサー財団（2020） Circulytics 2.0より作成
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③-2 パフォーマンス評価（資源循環への貢献）
【参考】企業単位のサーキュラーエコノミーに関する指標について②-２

エレン・マッカーサー財団「Circulytics」の指標

出典：エレンマッカーサー財団（2020） Circulytics 2.0より作成
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③-2 パフォーマンス評価（資源循環への貢献）
資源循環の取組効果の評価に向けた論点

廃棄物処理工程においては、複数の工程を経て再生材として動脈企業に供給される場合が
想定されるため、各中間処理業者の貢献の考え方を整理する必要がある。
算定に当たっては、関連する事業者間でのデータの共有も必要。

図 廃棄物100トンを処理した場合のフロー例

中間処理業者①のように動脈企業に直
接再生資材を供給していない場合、資
源循環への貢献をどう評価すべきか？
仮に中間処理業者①に資源循環への貢
献を配分する場合、中間処理後の廃棄
物処理業者②とどう分け合うべきか？

問題意識（例）
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【情報を通じた主体間の連携】今後の取組（案）まとめ

マッチング促進

バリューチェーンでの
情報流通

パフォーマンス評価

マニフェスト、帳簿や処理業者の会社情報、再生材の需給に関す
る情報等を再整理した上で、必要な情報を公開するなど、動静
脈間の再生材の需給マッチングや動静脈/静脈間の連携案件
の形成を促進する仕組みや場について検討

サプライチェーンを意識しつつ、資源循環におけるGHGに関する
排出量や削減量の貢献の考え方、資源循環における貢献の考
え方について一定の整理を実施
動静脈連携を促進するために必要なその他の情報の検討
バリューチェーンの資源循環指標等について国際的な議論を進め
る

海外動向や国際標準化の動きを踏まえつつ、帳簿情報や電子マ
ニフェスト等の活用・連携方策について技術的・制度的な検討
（やりとりされる情報の質・量両面の高度化、システム連携など）
を実施



国際資源循環
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国際的な資源循環に関する規制強化の動向

重要原材料法案（2023年発表）リサイクル部分
• 重要原材料のリサイクルに係る措置を講じる（施行後3年以内）
• 重要原材料の鉱山廃棄物からのリカバリ促進に必要な措置を講じる

（施行後4年以内）
• 特定の製品（MRI、風力発電、EV、エアコン、産業用モーター、家電

製品等）について、
含まれる永久磁石に関する情報の提供義務（施行後3年以内）
リサイクル材（ネオジム、ジスプロ、プラセオジム、テルビウム、ホウ素、サ
マリウム、ニッケル、コバルト）の含有量公開義務（施行後2年）

→2030年末以降、欧州委員会は最低含有量を定める。

バッテリー規則（2023年施行）資源循環部分
• バッテリーのライフサイクル全体に対応する規制
• 廃棄バッテリーからのリチウムのリサイクル率の目標

50% （～2027年）、80%（～2031年）
• リサイクル材最低含有率規制（産業、EV用）

施行当初はコバルト16%、リチウム6％、ニッケル6%が規定
• カーボンフットプリントを含む情報開示

ラベル義務（2026年～）、バッテリーパスポート導入、
QRコードの導入（2027年～）

EUは、重要鉱物をはじめとする重要な物質やそれらを含有する製品について、EU域内でのリサイクル等を通
じ資源を確保すべく、規制を強化。循環経済のルール形成を通じた競争力・経済安保強化の方向。
我が国の強み（高い技術力、様々な経験に基づく制度等）を活用して、国内の資源循環の強化に加え、
国際的な資源循環も重要。

廃棄物輸送規則改正案（2023年発表）
• 非OECD国向けの非有害な廃棄物輸出について、明示的な同意と環境上適正な処理ができることを証明できない限り、輸出禁止。
• OECD国向けの輸出について、モニタリングの強化。輸出先での環境影響が認められる場合、輸出を停止させることが可能に。
• EU域外への廃棄物の輸出に関し、輸出先国の処理施設が環境上適正な処理が行われることについて、3年ごとに独立機関による監査を受ける。
• 事前通告同意手続（PIC手続）の簡素・合理化の実施。紙媒体で実施されているEU域内でのPIC手続等のデジタル化等。

自動車設計の循環性要件及び廃自動車管理に関する規則（案）
• 2023年7月13日、欧州委員会は、現行のELV指令（End-of-Life Vehicle指令、廃自動車指令）等を改正する「自動車設計の循環性要

件及び廃自動車管理に関する規則案」を公表した。規則案では、自動車の再生プラスチック最低含有率の義務化等が盛り込まれている。

再生プラスチック最低含有率時期
• 25%（ポストコンシューマー材）
• 上記25%のうち25%（= 6.25%）は、当該車型のcar to carリサイクル由来

施行6年後～
（欧州委員会の事前検討では2031年を想定）

【再生プラスチック最低含有率のポイント】
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バーゼル条約への対応（非有害のe-waste関係）

e-wasteについて手続規制の着実な実施・不法輸出対策が必要
規制対象の明確化
e-wasteの改正ルールに合わせた国内実施体制の準備

通告件数が増加し、関係国での審査の遅延が懸念
これまで日本は貴金属等を多く含むe-scrapを年間約16万トン程度を世
界各国から輸入し再資源化。各国で規制対象となり迅速な輸入が滞る
可能性。
既存の認定制度等を活用し環境上適正で高度なリサイクルが実施でき
る施設への迅速な輸入を確保することが必要。

輸出における新規制への対応

輸入における新規制への対応

(出典：All Right Consultant &Development Co., Ltd.)

(出典：The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, 
flows and the circular economy potential. UNU and 
UNITAR)

e-waste（電気・電子機器廃棄物）

e-scrap（電子スクラップ）

バーゼル条約では環境汚染を防止する観点から有害廃棄物の輸出入について手続規制を課している。
2022年にその規制対象物の拡大が決定。令和7年（2025年）１月１日から有害性にかかわらず全
ての電気・電子機器廃棄物（e-waste）の輸出入に手続が必要となる。我が国も責任ある締約国とし
て対応が必要。
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【国際資源循環】今後の取組（案）まとめ
明確化された改正e-wasteエントリを範囲省令に反映
これまで非有害なe-wasteとしてPIC規制対象外として輸出入されてい
たe-wasteにつき新たに規制対象に追加
e-wasteとして規制対象の判断規準となるガイドラインの策定
日本からの輸出については近年厳重注意案件が増加。不適正輸出への
対応を税関等と連携して強化

バーゼルe-waste改正を
受けた制度的対応

国内での水際対策の強化

国内への輸入促進と各国
からの輸出迅速化

環境上適正で高度なリサイクルを実施できる日本国内の施設を活用し
ASEAN各国等からのe-waste等の国際リサイクルを実施するため、
ASEAN等の対象国においてe-waste等の制度構築、能力強化、民間
連携等を促進する
アジアネットワークを通じて各国のバーゼル担当官のネットワーク強化を行い、
アジア各国の違法輸出への水際対処能力を強化
日本への輸入をしやすくするため、バーゼル法の認定制度等活用し、迅速
な輸入手続を実現
日本向けのe-scrapの輸出については、バイやアジアネットワークを活用した
アジア地域での働き掛けを進め、輸出入手続全体の迅速化を図る
手続負担の軽減や迅速化のため電子化手続の検討を開始

再生材利用
ELV規則（案）等の国際的な動向もあり、今後、再生材（特にプラ）の
ニーズが高まる可能性が高い
再生材に係る需要が創出され、新たなビジネスモデルを通じた経済成長に
もつながることから、再生材ニーズに対応できる国内体制の強化が必要


